
 

船舶事故調査報告書 

平成３１年４月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 転覆 

発生日時 平成３０年１０月２８日 １３時００分ごろ 

発生場所 三重県大紀町キリ鼻南方沖の浅瀬 

 錦港東外防波堤灯台から真方位２１７°１.２海里付近 

 （概位 北緯３４°１１.８′ 東経１３６°２２.６′） 

事故の概要  プレジャーボートひばりは、漂泊中、転覆した。 

事故調査の経過 平成３０年１０月３０日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート ひばり、５トン未満（長さ６.０９ｍ） 

 ２４０－４２８６７三重、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 船外機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ２、視界 良好 

海象：うねり 波向南、波高約１ｍ、潮汐 低潮時 

 三重県南部には、１０月２８日０８時５８分に波浪注意報が発表さ

れ、本事故当時も継続中であった。 

事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、船長の家族及び友人１人を乗せ、

釣り場に到着して船首を東方に向け、主機を停止して漂泊中、右舷船

尾方からの高波を受け、左舷側に転覆した。 

海図Ｗ７６（錦湾）及び気象庁ホームページによれば、本船が漂泊

した海域付近は、水深が１０数ｍから数ｍに急激に変化し、沖から来

たうねりが急激に高くなる傾向がある。 

本船の乗船者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析  

 

 本船は、波浪注意報が発表されている状況下、沖から来たうねりが

高くなりやすい水深が急に浅くなる海域付近で漂泊したことから、右

舷船尾方からの波を受けて左舷側に転覆したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、波浪注意報が発表されている状況下、沖から来

たうねりが高くなりやすい水深が急に浅くなる海域付近で漂泊したた

め、右舷船尾方からの波を受けて左舷側に転覆したものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・沖から来たうねりが高くなりやすい海域では、漂泊しないこと。 

 ・波浪注意報が発表されているときは、出航を控えること。 
 


